
平成 25 年度 第１回香川県渋滞対策協議会 

 

日 時：平成 25 年 6 月 25 日（火）10:30～ 

場 所：香川河川国道事務所 2F 第 1 会議室 

 

 

議 事 次 第 

 

 

 

１． 開 会 

２． 議長挨拶（香川河川国道事務所長） 

３． 議 事 

（１） 昨年度公表された主要渋滞箇所の特定結果について 

（２） 香川県全体における対応方針（案）について 

（３） 高松市中心部周辺エリアにおける対応方針（案）について 

（４） 香川県渋滞対策協議会のマネジメントサイクル（案）について 

４． 閉  会 

 

 

 

 

 

 配布資料  

  １．議事次第 

２．出席者名簿 

３．配席図 

４．（資料－１） 協議会規約 

５．（資料－２） 第１回香川県渋滞対策協議会 説明資料 
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香川県渋滞対策協議会規約 

 
（名  称） 

第１条 本会は、香川県渋滞対策協議会（以下｢協議会｣という）と称する。 

 
（目  的） 

第２条 協議会は、香川県における既存ストックの有効活用を図ることにより、

道路空間におけるサービスの質を高めると共に、交通需要マネジメント

施策を併せて行い、渋滞対策を推進し、交通渋滞の解消、円滑な交通流

の確保、輸送効率の向上を図る。これにより、自動車から排出される二

酸化炭素排出量の削減を図る。 

 
（調整事項） 

第３条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事項について検討を行う。 
(１) 渋滞箇所とその原因の把握 
(２) 渋滞対策及び自動車から排出される二酸化炭素排出量削減施策の策定及

び実施 
(３) 策定した施策のフォローアップ 
(４) その他 

 
（構  成） 

第４条 協議会は、国土交通省四国地方整備局道路部、国土交通省四国運輸局香

川運輸支局、国土交通省香川河川国道事務所、香川県危機管理総局、香

川県土木部、香川県警察、高松市、西日本高速道路（株）四国支社、本

州四国連絡高速道路（株）坂出管理センター及び協議会議長が必要と認

める機関の職員により構成する。 

 
（協 議 会） 

第５条 協議会には議長を置き、議長は国土交通省四国地方整備局香川河川国道

事務所長とする。 
  ２ 議長は、協議会を統括し、協議会を召集する。 
  ３ 議長に事故あるときは、議長があらかじめ指名したものが、その職務

を代行する。 
  ４ 協議会の構成は、別表のとおりとする。ただし、必要に応じ議長が指

名するものを委員及びオブザーバーとして参加させることができる。 

資料 -１



 
（事 務 局） 

第６条 事務局は、国土交通省四国地方整備局香川河川国道事務所道路調査課に

置く。 

 
（細  則） 

第７条 この規約に定めるもののほか、協議会に必要な事項は、協議会に諮って

定めるものとする。 

 
（附  則） 

  施行 平成５年 ６月２３日   改正 平成１７年１０月３１日 
改正 平成６年 ８月 ９日   改正 平成２１年 ７月１０日 
改正 平成１０年 ６月１０日  改正 平成２４年 ７月２７日 
改正 平成１５年 ５月２３日 

 
 



別 表 

香川県渋滞対策協議会委員 

 所  属 ・ 役  職 備   考 

四国地方整備局 香川河川国道事務所 事務所長 議   長 

 道路部 道路計画課長  

香川河川国道事務所 副所長  

〃     事業対策官  

           〃     道路調査課長  

           〃     工務第二課長  

           〃     交通対策課長  

四国運輸局   香川運輸支局 首席運輸企画専門官  

香 川 県   危機管理総局 くらし安全安心課長  

        土 木 部  道 路 課 長  

          〃    都市計画課長  

香川県警察本部 交 通 部  交通企画課長  

          〃    交通規制課長  

          〃    交通管制官  

高 松 市   都市整備局  都市計画課長  

本州四国連絡高速道路(株) 坂出管理センター所長  

西日本高速道路(株) 四国支社 企画調整課長  

西日本高速道路(株) 四国支社 香川高速道路事務所長  

西日本高速道路(株) 四国支社  高松工事事務所長  

 



第１回 香川県渋滞対策協議会 説明資料

平成25年6月25日

香川県渋滞対策協議会

資料-2

平成25年度 第1回渋滞対策協議会資料



交通基礎データの共有、意見交換
主要渋滞箇所の素案提示 等

パブリックコメント等を含めた地域の渋滞箇所の特定

対応方針の検討

主要渋滞箇所の素案の決定

パブリックコメント 平成24年11月9日～11月22日実施

主要渋滞箇所の公表

平成24年7月27日 第１回協議会

平成24年8月22日 第２回協議会

平成24年12月27日 第３回協議会

平成25年6月25日 第１回協議会

平成25年1月25日 公表

ソフト・ハードも含めた対策の検討

1

香川県渋滞対策協議会
１．平成２４年度及び今後のスケジュール（案）について



◇ 一般道・高速道路の特定・選定フロー

渋滞協における議論を
経て抽出した箇所

５２箇所

１エリア
（4区間（7箇所）、0箇所）

１１区間
（18箇所）

２８箇所

主要渋滞箇所

一般道

１０箇所

道路利用者等の実感による確認
現地の状況等による確認

高速道路

３区間

渋滞協における議
論を経て抽出した

箇所
１０区間

道路利用者の声
により抽出した

箇所
５１区間

最新データによる確認
現地の状況等による確認
道路管理者等からの意見４３箇所

最新データによる確認
現地の状況等による確認

道路利用者の声に
より抽出した箇所

７０箇所

１３区間

香川県渋滞対策協議会
２．平成２４年度の取り組みについて

2
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香川県渋滞対策協議会
３．渋滞状況の分析について

◇ 個別区間の検討 （例：国道11号・上天神町〜三条町）

峰⼭⼝交差点(上り) 上天神町交差点(上り) 三条町交差点(上り)

峰⼭⼝交差点(下り) 上天神町交差点(下り) 三条町交差点(下り)

【渋滞の状況】
○ 上天神町交差点を中⼼に、三条町交差点、峰⼭⼝交差点で速度が20km/h以下と低い状況。
○ 東から上天神町交差点へ向かう⽅向で、連続して速度低下が発⽣。
【渋滞の要因】
○ 県内⼀の交通量があり、容量不⾜による渋滞が発⽣。特に朝・⼣の交通量がピークとなる時間帯で著しい速度低下
（10km/h以下）が発⽣。

※交通量：H22年道路交通センサス

※交通量：H22年道路交通センサス※交通量：H22年道路交通センサス※交通量：H24年10⽉2⽇調査結果

※交通量：H24年10⽉2⽇調査結果

上天神⻄交差点(上り)

上天神⻄交差点(下り)

193

9

32

＜凡例＞
：速度

（ ：20㎞/h以下 ）
（ ：10㎞/h以下 ）
※⺠間プローブデータ(H24.3〜9(平⽇))

：交通量

＜主要渋滞箇所＞
箇所
区間

１１

9１１

3



＊道路交通センサス
■主要渋滞箇所 ■基本情報 A方向 B方向 C方向 D方向 ■交通状況 A方向 B方向 C方向 D方向

国土交通省 香川県 国土交通省 国土交通省 平日 自動車類 H11 55,755 32,426 27,577 54,550
高松南警察署 (台/24h） H17 53,189 30,849 47,653 55,558

道路 国道11号 国道193号 国道11号 国道11号 H22 49,553 27,932 50,426 57,745
構造 5車線 4車線 3車線 4車線 大型車 H11 8.8% 16.5% 10.3% 11.1%

左折1、右折2 左直1、右折1 左直1、右折1 左折2、右折1 混入率 H17 5.8% 5.6% 9.1% 9.8%
沿道 DID その他市街部 その他市街部 その他市街部 H22 4.4% 6.3% 8.9% 7.2%
状況 店舗有 店舗有 市道出入有 店舗有 混雑度 H11 2.39 1.47 1.97 1.46

■位置情報 - - - - H17 1.30 1.53 1.30 1.00
箇所住所 高松市上天神町 交通 50km/h 50km/h 60km/h 60km/h H22 2.61 1.30 1.05 1.13

規制 - - - -
信号 8現示 ■利用者の声・地元要望等
状況 朝ピーク（7時台）172秒、夕ピーク（17時台）158秒 ■パブリックコメント実施結果（H24年度）

左直矢、直矢、右矢 左直矢、右矢 左矢、右矢 右矢
モデラート制御

■道路構造および交通実態

　　＊民間プローブデータH24.3～9（平日）
：20km/h以下 ：10km/h以下

■旅行速度（km/h）
平日 休日

　 A方向 B方向 C方向 D方向 A方向 B方向 C方向 D方向
7時台 11.0 10.2 8.9 33.6 7時台 13.7 20.7 14.0 33.5
8時台 9.7 6.0 9.2 33.0 8時台 11.6 16.6 12.8 33.7
9時台 11.8 13.8 13.2 28.2 9時台 13.7 15.0 11.3 27.5
10時台 10.6 12.8 14.1 26.9 10時台 12.6 12.5 12.9 20.6 ■渋滞要因
11時台 10.8 13.6 13.8 23.8 11時台 10.0 13.1 9.3 26.4
12時台 10.3 10.9 11.6 22.7 12時台 10.1 11.0 7.9 23.5
13時台 10.8 13.6 12.2 26.2 13時台 7.9 10.1 7.4 26.5
14時台 9.9 11.8 10.7 24.8 14時台 9.3 10.2 6.5 21.3
15時台 10.6 12.7 11.0 21.6 15時台 7.0 10.3 8.2 23.0
16時台 10.3 11.9 11.1 33.1 16時台 7.0 9.9 8.0 26.2
17時台 9.2 11.2 9.9 27.5 17時台 7.1 10.7 10.9 26.0
18時台 7.8 11.9 10.6 24.6 18時台 9.2 13.4 12.3 22.1

専用現示
信号制御の状況

-

国道11号・上天神町～三条町

流入車線数
右左折レーン
沿道状況

■渋滞対策検討

○ハード対策の例：(県)太田上町志度線の整備、上天神交差点改良
○ソフト対策の例：パーク＆ライド及び自転車利用促進等により、自動車から公共交通、自転車への転換

　■主要渋滞箇所カルテ

管理者情報

○県内一の交通量があり、容量不足による渋滞が発生。
○高松市中心部に向かう交通が集中

路線名

区間

進行方向・その他規制

現示数
サイクル秒

エリア

交差点名 上天神町交差点

車両出入口の有無
バス停(停車帯)の有無

規制速度
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A
広域図

B

C

D

地下直進レーン等

複雑な車線運用

側道が存在

複雑な現示運用(８現示)

パブリックコメント(H24)によるご意見 実際の交通の状況

地下直進レーンがあるため

車線変更等の車両による交錯。

H09.04 モデラート制御

H16.03 上天神交差点立体交差化

H21.11 交通事故重点対策事業
(交差点道流路及び

仮停止線の設置)

H23.01 路面標示等による

交通の整流化

H23.03 高松坂出有料道路
の無料化

H25.02 整流化実施

■整備の経緯

｢交通量が多い」

｢信号に問題がある」

側道があるため､複雑な現示運用と

なっているほか､交通量が多いため

処理能力不足が発生。交差点からA方向を望む

交差点からB方向を望む

交差点からC方向を望む

交差点からD方向を望む

項目 結果 選択肢

①特に渋滞している

渋滞の有無 ②渋滞していない

③どちらでもない

(n=130)　

①東行き（→）（西側の渋滞）

②西行き（←）（東側の渋滞）

渋滞の方向 ③南行き（↓）（北側の渋滞）

④北行き（↑）（南側の渋滞）

⑤その他

(n=83)　

①毎日(平日･休日とも)

②週５日(平日のみ)

渋滞の頻度 ③週2～3日(平日)

④週1日程度(平日)

⑤休日(土日祝)

(n=86)　 ⑥その他

①朝 (7～10時)

②昼間(10～16時)

渋滞している時間帯 ③夕 (16～19時)

（複数回答あり） ④夜間(19時～翌7時)

⑤その他

(n=141)　

①早急に解消して欲しい

②できれば早く解消して欲しい

渋滞への思い ③渋滞しているが我慢できる程度

④その他

(n=86)　

①0～5分

②5～10分

概ねの通過時間 ③10～20分

④20分以上

(n=86)　

①交通量が多い

②信号に問題がある

③右左折レーンがない

渋滞している理由 ④交差点の間隔が短い

（複数回答あり） ⑤交差点の形状が悪い

⑥歩行者・自転車が多い

⑦その他

(n=131)　

② 42% ① 36% ④ 14%③ 5%
⑤ 2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（構成比）

56

22

60

3

0

①

②

③

④

⑤

（回答数）

77
24

2
11
11

1
5

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

（回答数）

① 65% ⑤ 14% ② 13%③ 6%
④ 1%
⑥ 1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（構成比）

② 36% ① 33% ③ 31%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（構成比）

② 55% ① 38% ③ 7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（構成比）

86

10

34

特に渋滞している

渋滞してない

どちらでもない

（回答数）

香川県渋滞対策協議会
３．渋滞状況の分析について

◇ 個別箇所の検討 （例：上天神町交差点）
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香川県 地域の主要渋滞箇所（一般道）

区 間：交差点等が連担するなど、速度低下箇所
が連続しており、複数の主要渋滞箇所を
含む区間

エリア：都市部等、混雑区間・箇所が面的に広がって
おり、複数路線に跨り複数の主要渋滞箇所を
含む区域

集約されるエリア
数

集約される区間数 箇所数

１エリア １１区間
２８箇所

※７箇所が
含まれる

※１８箇所が
含まれる

主要渋滞箇所数

５３箇所
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■エリア

■区間 ■箇所

１ 香川県高松市中心部

区 間：交差点等が連担するなど、速度低下箇所
が連続しており、複数の主要渋滞箇所を
含む区間

エリア：都市部等、混雑区間・箇所が面的に広がって
おり、複数路線に跨り複数の主要渋滞箇所を
含む区域
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１．⾹川県の概況

２．⽅向性

■バイパスや現道拡幅等の道路整備を進めるとともに、道路を賢く使うため、パーク
＆ライドや⾃転⾞利⽤等を促進し、ソフト・ハードを含めた更なる対策検討および
対策効果を、渋滞対策協議会で検証してまいります。

３．⾹川県全体の交通ネットワークイメージ

概 要

⾹川県
市街地
の状況

・⾹川県は全国で最も⾯積が⼩さいが、可住地⾯積
⽐率は５３％（全国１０位）と⾼く、県都⾼松
市を中⼼として、海岸沿いに拠点が存在。

・⾼松市中⼼部を起終点とする交通流動とともに、
国道１１号や⾼松⾃動⾞道などの交通基盤が整
備されている東⻄⽅向への流動が多い。

・道路密度が特に⾼く、道路整備は全国と⽐較して
進んでいる。

道路
交通
状況

・道路整備が進んでいることもあり、自動車利用割
合が高い一方で、公共交通の利用割合が低く、
特に平⽇の朝⼣ピーク時に渋滞が発⽣。

・⾼松市中⼼部や国道１１号等の幹線道路に主要
渋滞箇所が集中。

・⾼松⾃動⾞道（暫定２⾞線区間）では、繁忙期
等において交通集中により渋滞が発⽣。

県全体の対応⽅針

概 要

総合
対策等

・マイカーによる通勤、通学の公共交通・自転車へ
のシフト促進策は、地球温暖化対策としての自動
車からの二酸化炭素抑制とも合致しており、こうし
た取組により、ソフト対策としての交通渋滞軽減を
進める。

道路
整備

・道路交通の円滑化を図るため、バイパスの整備・
高松自動車道の４車線化による更なるネットワー
クの充実や現道拡幅、交差点改良などのボトル
ネック（円滑な流動を妨げる隘路となる部分）対策
を計画的に進める。

香川県渋滞対策協議会
４．香川県全体における対応方針（案）について

⾼ 松

⾼松市中⼼部や国道11号等に
主要渋滞箇所が集中

交通基盤が整備されている
東⻄⽅向への流動が多い

⾼松市中⼼部を起終点と
する交通流動が多い

繁忙期等において、交通集中により渋滞が発⽣

交通流動

国道１１号

高松自動車道
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４．対応⽅針

１．⾼松市中⼼部周辺エリアの概況

■(都)⽊太⻤無線、(県)太⽥上町志度線等の道路整備を進めるととも
に、道路を賢く使うため「⾼松市総合都市交通計画」におけるパーク
＆ライド、⾃転⾞利⽤の促進等を推進し、ソフト・ハードを含めた更な
る対策検討および対策効果を、渋滞対策協議会で検証してまいります。

３．主要渋滞箇所と現在の対策等

概 要

道路
整備

・東西方向及び中心部の通過交通を分散し、容量を確保する
施策
（(都)木太鬼無線の整備、(県)太田上町志度線の整備）

・中心部における個別箇所の容量拡大を推進する施策
（(都)高松海岸線の整備）

ソフト
施策

・中心部への流出入交通を公共交通等に転換させる施策
（高松市総合都市交通計画の推進(パーク&ライド、自転車
利用の促進等)）

・信号機の運用見直しや高度化の推進
（モデラート制御の導入等）

２．現在の対策等

概 要

⾼松市
市街地
の状況

・⾼松市は県都であり、四国の中枢拠点都市として都市機能が集
積。
・⾃動⾞での移動が５割以上と⾼く、中⼼部を起終点とする⾃動
⾞流動が多い。
・｢JR｣と｢ことでん｣が中⼼部に乗り⼊れているため、幹線道路に踏
切が存在。
・市内⻄部にある峰⼭が、地理的な⾯で道路網(⻄⽅向)の空⽩地
帯を形成。

道路
交通
状況

・⾃動⾞利⽤割合が⾼い⼀⽅で、公共交通の利⽤割合が低く中
⼼部エリアに⾃動⾞交通が集中するので、平⽇の朝⼣ピーク時に
渋滞が発⽣。
・中⼼部への流出⼊交通が主であり、容量不⾜による速度低下や
渋滞が発⽣。
・温暖少⾬の気候、平坦な地形により、全国と⽐較して⾃転⾞利
⽤割合が⾼い。

（都）⾼松海岸線の整備

⾃動⾞利⽤割合の⾼さからなる
平⽇の朝⼣ピーク時の容量不⾜

市内公共交通利⽤促進策等
朝⼣ピーク時のマイカー需要を抑制

峰⼭が道路網の
空⽩地帯を形成

（都）⽊太⻤無線の整備

中⼼部への流出⼊交通が主

東⻄⽅向及び中⼼部の
通過交通を分散

（県）太⽥上町志度線の整備

香川県渋滞対策協議会
５．高松市中心部周辺エリアにおける対応方針（案）について

信号機の運⽤⾒直しや⾼
度化の推進

交通流動
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モニ
タリ
ング

■最新の交通データ等を基に特定された主要渋滞箇所を踏まえ、渋滞対策を検討・実施
■毎年度以下のマネジメントサイクルにより、主要渋滞箇所をモニタリングの上、随時⾒直し

・主要渋滞箇所図等により、地域の課題を共有することで道路管理者・道路利⽤者（地域住⺠、
トラック・タクシー事業者等）間での議論を推進

・円滑な渋滞対策の⽴案・実施を実現
（道路管理者が実施する対策、他機関の実施施策との連携、道路利⽤者の参画による対策等）

最新交通データによる渋滞状況検証
・・・⺠間プローブデータの収集・分析等

地域の交通状況に対する専⾨的⾒地からの検証
・・・データの精査・現地確認等の実施

⾹川県渋滞対策協議会における議論
協議会構成主体：道路管理者等（国、地⽅公共団体、⾼速道路株式会社）、⾹川県警、トラック・タクシー事業者

定期的な地域の声の反映
（パブリックコメントの実施等）

地域の主要渋滞箇所の特定

ソフト・ハードを含めた対策の検討・実施

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
等
に
よ
る
検
証

⾒直しが必要な場合

香川県渋滞対策協議会
６．香川県における渋滞検討マネジメントサイクル（案）について
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最新交通データによる渋滞状況検証

対応方針の検討

渋滞原因の詳細分析

主要渋滞箇所の公表

平成25年6月25日 第１回協議会

ソフト・ハードを含めた対策の検討・実施

対策の実施

対策の検討

地域の交通状況に対する専門的見地からの検証

整備効果の検証・分析

モニタリング等による検証
10

香川県渋滞対策協議会７．今後の取り組み概要（案）について




